
ザ・受動喫煙

特集／健康増進法

　2003年5月に施行された健康増進法で、世間の耳目を集

めたのが第25条の受動喫煙防止条項。特に飲食店での受

動喫煙の問題は、その影響が顧客だけでなく従業員にも

及ぶ。すでにノルウェー、ニュージーランド、アイルランド、

タイの飲食店は法律により禁煙化され、米国、カナダ、オ

ーストラリアの主な都市も、条例により禁煙化が進んで

いる。健康増進法の施行から1年が経過した日本ではどの

ような状況なのか。

　「健康増進法」施行後も禁煙や分煙をしていないファミリーレ

ストラン、ファーストフード店は多い。この主因は「客足離れへ

の懸念」であることが、東京大学大学院医学系研究科の中田ゆり

氏の行った店長意識調査で分かり、このほど日本産業衛生学会

で発表された。禁煙･分煙をしていない店が、「禁煙は損失につな

がる」と考えているのに対し、実施している店の多くは「経営上

の損失はない」と答えている。

　アンケート調査は、東京都内の219店を対象に昨年末に行われ、

完全禁煙8店、完全分煙32店、不完全分煙（禁煙席へたばこの煙が

流れていくような状態）135店、無対策44店だった。

　禁煙･分煙をしていない店長が挙げた理由は「経営的な損失の

恐れ」（40.9％）、「店の構造上の問題」（34.1%）、「要望がない」（22.7%）

の順。一方、実施している店長に「禁煙・分煙化で売り上げが低下

したか」と聞いたところ、約9割が「影響がない」、「むしろ売り上

げが増えた」と回答している。完全禁煙店の店長は「店が汚れず、

ブラインドの洗浄代が浮く」「子連れ客が増えた」「未成年の喫煙

を注意するストレスがなくなった」などのメリットを挙げた。

　健康増進法で受動喫煙防止義務が店に課せられたことを店長

の15％が知らず、受動喫煙で店が法的責任を問われる可能性が

あるのを店長の28％が知らないことが同じ調査で分かった。同

調査を行った中田氏は「子供連れのファミリーや未成年も顧客

であることを考えると、健康増進法によって受動喫煙防止が義

務付けられていることをオーナーや店長が理解していないこと

は大きな問題。法の周知のためには、メディアからの更なる情報

発信が必要と痛感している」と述べた。

非喫煙者にとって、喫煙者と同じ部屋で1日に1時間

いることは、アスベストを含んでいるビルに20年い

るより100倍以上も肺がんになる可能性が高い。

リチャード・ドール卿（1985年）

健康増進法第25条においてその対象となる施設として、

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、

事務所、官公庁施設、飲食店が明示されているが、同条に

おける「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航

空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、

博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、

屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施

設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バ

ス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「そ

の他の施設」に含むものである。　（厚生労働省ホームページより）

健康増進法第２５条の対象となる施設
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■禁煙・分煙の状況
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40.9経営的な損失の恐れ

34.1店の構造上困難

22.7客の要求がない

15.9予算がない

◎対策をしていない理由

都内大学病院内のレストラン禁煙席　すぐ奥に灰皿が見える


